
 

 

○災害時における危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの申請に係る手数料の免除に関する規

則 

令和６年３月２９日 

五所川原地区消防事務組合規則第３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、五所川原地区消防事務組合手数料条例（平成１７年五所川原地区消防事

務組合条例第１９号。以下「条例」という。）第５条第２項の規定に基づき、手数料の免除

に関して必要な事項を定めるものとする。 

（手数料免除に係る災害） 

第２条 条例第５条第２項の規則で定める災害は、次のとおりとする。 

(１) 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第９７条第１項に規定する激甚災害 

(２) 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第２条に規定する災害 

(３) 前２号に準ずる災害 

(４) 管理者が必要であると認める災害 

（手数料免除の手続） 

第３条 手数料の免除を受けようとする者は、危険物仮貯蔵・仮取扱い手数料免除申請書（様

式第１号）を管理者に提出しなければならない。 

２ 管理者は、前項に掲げるもののほか、必要があると認める書類の提出を求めることができ

る。 

（手数料免除の決定） 

第４条 管理者は、前条に規定する申請を審査し、承認したとき又は不承認としたときは、危

険物仮貯蔵・仮取扱い手数料免除（承認・不承認）決定通知書（様式第２号）により申請者

に通知するものとする。 

（免除の取消し） 

第５条 管理者は、手数料の免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、手数料

の免除の承認を取り消すものとする。 

(１) 虚偽の申請その他不正な方法により手数料の免除を受けていることが判明したとき。 

(２) 手数料の免除の事由に該当しなくなったとき。 

２ 前項の規定により、手数料の免除の承認を取り消すときは、危険物仮貯蔵・仮取扱い手数

料免除承認取消し通知書（様式第３号）により当該承認を受けた者に通知するものとする。 



 

 

３ 第１項の規定により手数料の免除の承認を取り消したときは、期日を定めて当該手数料を

納付させるものとする。 

（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

 


